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○
国
土
交
通
省
告
示
第
千
六
十
一
号

建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）
第
十
八
条
の
三
第
三
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
基
づ
き

、
建
設
業
の
経
理
に
必
要
な
知
識
を
習
得
さ
せ
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
研
修
等
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
二
年
九
月
三
十
日

国
土
交
通
大
臣

赤
羽

一
嘉

建
設
業
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
三
第
三
項
第
二
号
イ
の
建
設
業
の
経
理
に
必
要
な
知
識
を
習
得
さ
せ
る
も
の

と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
研
修
等
を
定
め
る
告
示

一

建
設
業
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
三
第
三
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
設
業
の
経
理
に
必
要
な
知
識
を
習

得
さ
せ
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
研
修
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

イ

公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
研
修

ロ

税
理
士
の
業
務
の
改
善
進
歩
及
び
そ
の
資
質
の
向
上
を
図
る
も
の
と
し
て
所
属
税
理
士
会
が
認
定
す
る
研
修

二

建
設
業
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
三
第
三
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
よ
り
、
建
設
業
の
経
理
に
必
要
な
知
識
を
習
得

さ
せ
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
研
修
を
受
け
た
も
の
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

イ

公
認
会
計
士
で
あ
っ
て
、
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
研
修
を
経
営
事
項
審
査
を
申
請
す
る
日
の
属
す
る
事
業
年
度
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の
直
前
の
事
業
年
度
終
了
の
日
が
属
す
る
年
度
の
直
前
の
年
度
に
お
い
て
受
講
し
た
も
の

ロ

税
理
士
で
あ
っ
て
、
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
研
修
を
経
営
事
項
審
査
を
申
請
す
る
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直

前
の
事
業
年
度
終
了
の
日
が
属
す
る
年
度
の
直
前
の
年
度
に
お
い
て
受
講
し
た
も
の
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附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


